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2023 年 10 月 2 日 第 34 号 

 

“定年前に退職すると 退職金を大きく減らす！” 

県教委が退職勧奨廃止で「おどし」 
 

県教委は 9 月 26 日、来年度から「申し出による退職勧奨を行わない」とした通知を市町村

教育委員会に発出しました。 

これまでは、勤続 11 年以上の教職員が 12 月までに退職を申し出た場合、原則として「退

職勧奨扱い」となり、特に勤続 25 年以上は、定年退職と同じ退職金の計算が適用されていま

した。（金額は勤務年数によるので、もちろん若干は少なくなります）  

今回の通知は、たとえ 58 歳・59 歳など定年間際であっても、すべて「自己都合退職」とし

て扱い、退職金も大幅に減額する、というものです。  

定年前退職への「おどし」! 

県教委は今回の通知の理由として、「教職員不足のなかで、退職を勧奨することができないか

ら」としています。 

しかし定年前退職の理由は様々で、病気などの身体事情、介護などの家庭事情、配偶者の転

勤など、本人の意思ではなく、やむを得ず定年前に退職する先生も相当いることも事実です。  

そうした事情を考慮せず、教職員が不足しているからと、退職金の大幅な減額を持ち出して

定年前退職を抑制しようとすることは、県教委が「おどし」をかけているとしか思えません。  

教職員だけを差別 ! 〜 一般の行政職は「今まで通り」 

 さらに許せないのは、今回の「申し出による退職勧奨の廃止」の対象は、教員と事務職員だ

けであり、他の一般の県職員（行政、警察、病院など）は今まで通り退職勧奨を継続するとして

いることです。明らかな教職員への差別的対応であり、絶対に容認できません。  

 

退職金５００万円の大減額 ! 

 今回、定年前退職をすべて「自己都合退職」とすることで、退職員は勤続 30 年で約 500 万

円、定年 1 年前での退職でも約３00 万円の大減額になります。 
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退職手当の算出方法 

 

退職日の給料月額  ×  勤務期間による支給割合  ＋  調整額 

 

「山形県職員等に対する退職手当支給条例」 

第４条 

○  自己の都合により退職した者の退職手当 

退職の日におけるその者の給料の月額（略）に、その者の勤務期間を次の各号に区分して、当

該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。  

(１) １年以上 10 年以下の期間については、１年につき 100 分の 100 

(２) 11 年以上 15 年以下の期間については、１年につき 100 分の 110 

(３) 16 年以上 20 年以下の期間については、１年につき 100 分の 160 

(４) 21 年以上 25 年以下の期間については、１年につき 100 分の 200 

(５) 26 年以上 30 年以下の期間については、１年につき 100 分の 160 

(６) 31 年以上の期間については、１年につき 100 分の 120 

第５条 

 ○ 11 年以上 25 年未満の期間勤続し定年退職、または勧奨を受けて退職した者の退職手当 

(１) １年以上 10 年以下の期間については、１年につき 100 分の 125 

(２) 11 年以上 15 年以下の期間については、１年につき 100 分の 137.5 

(３) 16 年以上 24 年以下の期間については、１年につき 100 分の 200 

第６条  

○ 定数の減少若しくは組織の改廃により退職した者 

○ 公務上の傷病若しくは死亡により退職した者 

○ 25 年以上勤続して定年退職した者、または勧奨を受けて退職した者 

(１) １年以上 10 年以下の期間については、１年につき 100 分の 150 

(２) 11 年以上 25 年以下の期間については、１年につき 100 分の 165 

(３) 26 年以上 34 年以下の期間については、１年につき 100 分の 180 

(４) 35 年以上の期間については、１年につき 100 分の 105 

 

 

 

 

  

「退職勧奨」についての経過 

かつて公務員には「定年」がありませんでした。おおむね 50 歳頃にまず「意向打診」があり、また

50 歳代に「退職勧奨」が行われ、勧奨を受諾して退職する、ということになっていました。勧奨を断

り勤務を続けることも可能で、そのため当時は年金も 55 歳から支給されていました。  

1980 年代に入り、中曽根内閣による「臨調・行革」の嵐が吹き荒れる中、公務員の賃金と退職金を

大きく削減する攻撃が行われ、「定年制」と「退職金削減」がセットで強行されました。こうして 60

歳定年制が実施されたのが 1985 年（昭和 60 年）です。  

 この政府の攻撃に対し、全国の教職員組合は各県当局と交渉を行い、長期勤続者は定年前であって

もこれまでの勧奨扱いを残すことで当局と合意してきました。  

 「退職金は給与の後払い」です。今回の山形県教委の突然の通知は、こうした経過を一切無視する

一方的なものであり、断じて許すことはできません。  
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第 4条（自己都合等） 第 5 条（勧奨等） 第 6 条（定年、勧奨等） 

今までの 12 月までの 

「申し出による退職勧奨」は 

全部ここ 

来年度からは、定年 1 年前でも 

退職手当支給率早見表 
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名 山教組 緊急職場回覧 
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すべての教職員のみなさまへ 

県教育長より各地教委教育長並びに教育事務所長、県立学校長宛に「令和5年度

の教職員に対する退職勧奨について」の通知が発出されました。これによると昭

和60年12月16日付学第365教育長通知については廃止とし、令和6年度より当分

の間、教職員の申出による退職勧奨は行わないとしています。  

教職員の新陳代謝を図る制度目的のもと実施してきた「退職勧奨」ですが、教

職員不足の状況から実施しないという内容です。 

教職員組合としては日々の努力の積み上げで築いてきた指導経験を定年まで存

分に生かし続けていただきたいと願っています。一方で、家族の介護や看護、配

偶者等の転任に伴う家族転居など本人の意思とは別に退職を決断せざるをえな

い事例もあります。そうした場合、これまでの献身に報いる意味からも「退職勧

奨」制度も選択肢としてありました。 

教職員不足の原因は複数ありますが、根幹は2006年以降「教職員定数改善計画」

が17年間にわたって見送られていることにほかなりません。また、定額働かせ放

題と揶揄される「労働環境の改善」の遅延もそこに根本の原因があります。 

今回の通知の問題として以下を指摘します。 

 

 

 

 

県教委は退職勧奨は「管理運営事項」として交渉の余地はないとしていますが、

適用停止を教職員に限定されることも納得できません。したがって、私たちは「令

和6年度」以降の「退職勧奨」の停止を容認できません。義務制教職員の働く権利

と雇用、生活と安全を護る立場から反対し、撤回を求めて取り組んでいきたいと

考えています。 

                     全山形教職員組合執行委員会 

※参考（2022年度山形支部事務職員部試算）  

  50歳勤続期間28年・退職時給料2級120号給 415．480円として試算すると  

勧奨退職の場合の支給額   19.789.920円  自己都合退職の場合の支給額   14.773.878円  

差額 約500万円  

 

 

１ 退職勧奨を停止するのは義務制教職員（教員と事務職員）と、高校・特別支援学校

の教員のみ 

２ 他の県職員（行政・警察・病院・研究施設等）には引き続き「退職勧奨」を継続 

全山形教職員組合 

〒990-0053 山形市薬師町２−６−15 新発見ビル２F 教育文化センター 

      TEL 023-608-3520  FAX023-608-3207 

            E-mail akri@h2.dion.ne.jp 


